
１．健康保険の被扶養者

（１）被保険者と同居・別居いずれでもよい人

・配偶者（内縁関係でもよい）

・子、孫および弟妹

・父母、祖父母などの直系尊属

　第１回は上記の通り、「医療保険制度の体系」について学習しました。
第２回目の今回から、個別具体的な学習に入りました。
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（２）被扶養者と同居していることが条件の人

・兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫、弟妹の配偶者、

　配偶者の父母や子など、左記以外の４親等内の親族

・内縁関係の配偶者の父母および子

・内縁関係の配偶者死亡後の父母および子

２．主として被保険者の収入で生計を維持している状態とは（被扶養者認定条件）

（１）同居している場合

Ａ．対象者の年収が１３０万円未満で、被保険者の年収の半分未満：○

Ｂ．対象者の年収が１３０万円未満で、被扶養者の年収が半分以上：×

Ｃ．対象者の年収が、１３０万円以上：×

（２）別居している場合

Ａ．対象者の年収が１３０万円未満で、被保険者の仕送り額未満：○

Ａ．対象者の年収が１３１万円未満で、被保険者の仕送り額以上：×

Ｃ．対象者の年収が、１３０万円以上：×

３．病気やけがをしたとき（業務上・通勤労災を除く）

（１）療養の給付

・義務教育就学前：８割（自己負担２割）

・義務教育就学後７０歳未満：7割（自己負担３割）

・７０歳以上で現役並み所得者：７割（自己負担３割）

・７０歳以上でその他の所得者：８割（自己負担２割）

（２）移送費（労災にも同じ項目があるので要注意）

・入院先の病院を、医師の意見書により移送された場合、保険者が

　認めた範囲の実費が払い戻されます

（３）病気・けがで、仕事に就けないとき

・傷病手当金

　～被保険者本人が、療養のため仕事を４日以上休んで給料を受けられ

　ない時、４日目から標準報酬日額の３分の２が、１年６カ月の範囲で受け
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　られる

（４）出産したとき

・出産育児一時金：一児ごとに、４２０，０００円が支給される

・出産手当金：被保険者本人が、出産で仕事を休み給料を受けられない時

　 出産日以前４２日から出産日後５６日までの期間、１日につき

　 標準報酬日額の３分の２が受けられる

（５）死亡したとき

・埋葬料：被保険者本人または被扶養者が死亡したとき、５０，０００が支給

　 される

（６）退職したあと

・傷病手当金、出産手当金：退職時に受けているときは、期間満了まで

・出産育児一時金：退職後６カ月以内に出産したとき

・埋葬料（被保険者期間が継続して１年以上なくてもよい）

退職後３ヶ月以内、傷病手当金、出産手当金をうけている間、または

受けなくなって３ヶ月以内に死亡したとき

（７）自動車事故にあったとき

（１）第三者の行為によって病気、けがしたとき

・被害者は加害者に損害賠償を請求できる

～被害者がその病気、けがについて健康保険の給付を受けた

　場合は、損害賠償権が保険者に移る

～保険者は、保険給付に要した費用を加害者または自動車保険

　会社に請求して取り戻す

・通勤途上の事故が原因となった病気、けが、死亡については、

　健康保険の給付は行われない（労災給付となる）

【特別講義】

１．未支給年金の請求

・年金は死亡月まで支給される：年金は後払いなので、誰しも必ず発生する

3



～遺族が請求を忘れないように、「エンディングノート」に書いておくとよい

２．所得税確定申告時の留意事項

・公的年金等の収入が４００万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外

　の所得金額が２０万円以下である場合は、所得税および復興特別所得税の

　確定申告は不要（但し、還付請求をする人は必要）

　～確定申告した人は、地方自治体にその情報が回付される。

　　確定申告していない人の情報は、市町村長が独自で行うことになる

　　ので、住民税については確定申告する必要がある

３．外出する時の留意事項

・外出する時は、「健康保険証」と「お薬り手帳」を、必ず持参するとよい

　～救急の場合、医療機関が保険治療および治療法が判るので、適切な

対応ができる

4


